
（
議
会
事
務
局

大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正
）

大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
日

大
分
県
議
会
議
長

田

中

利

明

大
分
県
議
会
規
則
第
一
号

大
分
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
会
派
の
届
出
）

第
四
条

議
員
が
会
派
を
結
成
し
た
と
き
、
又
は
一
般
選
挙
に
よ
り
議
員
と
な
る
べ
き
者
が
そ
の
任
期
開
始

後
に
会
派
を
結
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
会
派
の
代
表
者
は
、
会
派
の
名
称
、
結
成
（
予
定
）
年

月
日
、
所
属
議
員
の
氏
名
等
を
文
書
を
も
つ
て
議
長
（
一
般
選
挙
後
、
議
長
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間

は
、
事
務
局
長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

会
派
が
そ
の
名
称
を
政
党
（
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
党
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
名

称
（
当
該
政
党
が
略
称
を
用
い
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
略
称
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
当
該
会
派
に
所
属
す
る
議
員
の
全
員
が
当
該
政
党
に
所
属
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
会
派
に
所
属
す
る
議
員
が
当
該
政
党
に
所
属
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
所
属
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

会
派
は
、
そ
の
名
称
を
現
に
届
出
が
な
さ
れ
て
い
る
会
派
の
名
称
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

同
一
の
名
称
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
複
数
の
会
派
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
会
派
結
成
届
」
と
い
う
。
）
が
同
日
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
抽
選
に
よ
り
当
該
名
称
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
会
派
を
決
定
す
る
。

５

議
員
の
任
期
開
始
前
に
提
出
さ
れ
た
会
派
結
成
届
は
、
そ
の
任
期
開
始
の
日
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み

な
し
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

６

会
派
の
代
表
者
は
、
会
派
結
成
届
に
記
載
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
任
期
満
了
に
よ
る
場

合
を
除
き
、
そ
の
変
更
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
変
更
に
係
る
事
項
を
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ

り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
属
証
明
書
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

７

議
員
は
、
そ
の
所
属
会
派
を
議
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
ま
た

同
様
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


